
 

                                        

 

 

 

 

 

A．居宅介護サービス基準額の１割り負担 

１．（介護予防）認知症対応型通所介護費 

要介護度 3～5 時間 5～7 時間 7～9 時間 

+ 
その他加算（１日） 

要支援１ ５１８円 ７８７円 ８９６円 延長加算 

9～10 時間 
５０円 

要支援２ ５７４円 ８７８円 １，００１円 

要介護１ ５９３円 ９１０円 １，０３６円 延長加算 

10～11 時間 
１００円 

要介護２ ６５２円 １，００７円 １，１４８円 

要介護３ ７１２円 １，１０４円 １，２６１円 延長加算 

11～12 時間 
１５０円 

要介護４ ７７３円 １，２０１円 １，３７４円 

要介護５ ８３２円 １，２９９円 １，４８６円 入浴介助加算 ５０円 

 

 

個別機能訓練加算 ２７円 

若年性認知症 

利用者受入加算 
６０円 

 

B．介護職員処遇改善加算 

 

 

 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 

  ⇒介護サービス基準額の 1 割負担の 1000 分の 29 に相当する額 

 

C．共通にかかる費用 

連絡袋代（初回のみ） １袋  ２００円 

食事代（朝食） １食  ３００円 

食事代（昼・夕食）   １食 各５００円 

 

D．利用される方の費用 

尿とりパット １枚  ５０円 

紙パンツ １枚 １３０円 

テープ式オムツ １枚 １３０円 

洗濯代 １回 ２００円 

その他、日常生活において通常必要となる費用でご利用者が負

担することが適当と認められる場合は実費となります。 

 

 

 

 

介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 下記の算定額   円 



 

E．その他の費用 

理美容代 

教養娯楽費 

医療費等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域福祉センター幸崎 

住所：広島県三原市幸崎能地 3 丁目 20-21 

TEL；0848-60-4120  

FAX；0848-60-4130 

 

初回利用時にお持ちいただく物 
上靴、歯ブラシ、うがい用コップ、箸・コップ（センター預かり） 

 
利用時にお持ちいただく物 
衣服・下着の着替え、タオル２枚、バスタオル１枚、ビニール袋、内服薬等、 
予備の着替え（必要時）、連絡ファイル、連絡袋、（センターで用意） 
 

※所持品には、すべてお名前のご記入をお願い致します。 


